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Ⅰ 令和８事務年度 国税庁実績評価の事前分析表 

 

 

  財務省では、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号。以下「政策評

価法」といいます。）及び財務省の基本計画に基づき、主要な政策分野の全てについて、あらかじ

め目標を設定し、政策評価を行っています。政策評価法では政策評価を実施する場合に実施計画を

定めることとされていることから、財務省では、評価対象年度の開始までに実施計画を策定してい

ます。これと併せて、ガイドラインに基づき、政策評価の事前分析表を作成し、公表します。 

  ガイドラインに基づく目標管理型の政策評価においては、目標を適切に設定することが重要であ

り、要するコストとともに、目的、目標（指標）、それらの達成手段、各手段がいかに目標等の実

現に寄与するか等に係る事前の想定を分かりやすく重要な情報に絞った形であらかじめ整理、公表

し、事後に実績を踏まえて検証していくことは、各行政機関の政策体系の一層の明確化、外部検証

の促進、各行政機関の長等によるマネジメントの強化等に有効とされています。 

  これらの趣旨を踏まえ、国税庁の実施計画においては、財務省の政策評価と同様に、平成26事務

年度から実施計画の一部として事前分析表を作成し、実施計画で設定した、実績目標（大）３、実

績目標（小）５、業績目標８ごとに一定の分析を行っています。 

  具体的には、各目標に関係する測定指標・予算を目標ごとに明示し、定量的な測定指標の設定に

加え、定性的な測定指標を設定しているほか、目標の設定の考え方、施策及び取組内容などを記載

しています。 

  このように、実績評価に関する情報の公表を通じて、税務行政の透明性を確保することにより、

国民の皆様に対する説明責任を果たし、信頼される税務行政を目指してまいります。 

 

 

（以 上） 


